
   自家消費型太陽光発電設備リース・PPA 導入補助金交付要綱実施要領 

令和７年１月６日 環境局長決裁   

   

 （趣旨） 

第１条 この要領は、自家消費型太陽光発電設備リース・PPA 導入補助金交付要綱（令和７年

１月６日環境局長決裁。以下「要綱」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

 （対象機器の要件等） 

第２条 太陽光発電設備の機器要件及び補助対象費用は、次のとおりとする。 

 (1) 次の全ての機器要件に適合すること。 

  ア 太陽光発電設備の合計出力が 1.5kW 以上の設備であること。 

  イ 発電する電力量の３０％以上を自家消費したうえで、自家消費分も含めて５０％以上

を札幌市内で消費すること。 

  ウ 屋根や壁面、カーポート等敷地内に強固に固定すること（可搬式は対象外） 

  エ 北海道電力ネットワーク株式会社の電力系統に連系できること。 

  オ メーカー指定の環境条件に設置すること。 

  カ 未使用品であること（中古品は対象外とする）。 

 (2) 補助対象費用（税抜き） 

太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電電力計、発電量表示装置、売電電力量計、パワ

ーコンディショナー、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に関する費用。ただし、梱

包材等の撤去・廃棄処理、既設機器の撤去に係る費用（撤去した機器等の処理費を含む）

のすべて及び申込者が自ら施工する工事に係る費用は対象外とする。なお、補助対象とな

る事業費の区分及び各費目の内容は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和

８年３月３１日環地域事発第 2603313 号改正）の別表第１による。 

 

２ 定置用蓄電池の機器要件及び補助対象費用は、次のとおりとする。 

 (1) 次の全ての機器要件に適合すること。 

ア 本事業にて設置する太陽光発電設備に付帯するものであり、常時、太陽光発電設備と

接続し、太陽光発電設備が発電する電力を平時において繰り返し充放電するもの。 

イ 蓄電池容量が 2.0kWh 以上の設備であること。 

ウ 太陽光発電設備のパワーコンディショナーと直接接続し、コンセントから充電しない

ものであること。 

エ 札幌市火災予防条例に従って設置すること。 

オ メーカー指定の環境条件に設置すること。 

カ 未使用品であること（中古品は対象外とする）。 

 (2) 補助対象費用(税抜き) 

蓄電池部（リチウムイオン蓄電池、バインド電池）、パワーコンディショナー（蓄電池及

び太陽光発電設備に併用できるものも含める）、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入

及び据付工事に関する費用。ただし、梱包材等の撤去・廃棄処理、既設機器の撤去に係る



費用（撤去した機器等の処理費を含む）のすべて及び申込者が自ら施工する工事に係る費

用は対象外とする。なお、補助対象となる事業費の区分及び各費目の内容は、地域脱炭素

移行・再エネ推進交付金実施要領（令和８年３月３１日環地域事発第 2603313 号改正）

の別表第１による。 

3 申込者は、自社調達又はグループ企業による調達又は設置工事等を実施する場合には、利

益等の排除が必要であることから、申込額を減額して申請すること。その際に、「原価」につ

いては、当該調達に対する経費であることを証明する書類を提出すること。なお、利益率は

小数点以下第 2 位を切り上げた数値を用いること。 

 

 （申込等の方法） 

第３条 要綱第８条に定める申込方法は原則郵送とする。申込みは別表１に定める期間内に、

市長が定める指定場所へ郵送するものとする（消印有効）。 

 

 （募集期間、契約締結日及び着手日） 

第４条 要綱第１０条に定める補助の申請募集期間、要綱第６条及び要綱第７条に定める契約

締結日及び着手日は、別表１に定めるとおりとする。 

 

 （補助金交付申請兼完了届の提出期限） 

第５条 要綱第１２条第２項で定める補助金交付申請兼完了届の提出期限は、対象機器を取得

した日の翌日を起算日として、９０日を経過する日とする。なお、提出方法は原則郵送とし、

提出期限日までの消印有効とする。 

２ 前項で起算した提出期限が２月 26 日を過ぎていた場合においては、前項の規定にかかわ

らず、２月 26 日を提出期限とする。 

 

 （調査・アンケート） 

第 6 条 要綱第２２条第１号に規定するアンケート調査は、補助金交付年度の翌年度から実施

する。 

２ 要綱第２２条第２号に規定するその他市長が協力依頼する事項は次の各号のとおりとす

る。 

(1) 取材協力 

 (2) 広報誌等への体験談の掲載協力 

 (3) その他、市長が特に必要と認めること。 

 

   附 則 

１ この要領は、令和７年１月１０日から施行する。 

附 則（令和７年６月２３日一部改正） 

１ この要領は、令和７年６月２３日から施行する。 

附 則（令和８年６月１２日一部改正） 

１ この要領は、令和８年６月１７日から施行する。 

 

 



別表１ 

申請募集期間 契約締結日及び着手日 

令和８年６月１９日 ～ 令和９年１月２９日 補助金交付決定通知後 

 


